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別紙：正誤表 

 

海外旅行保険 重要事項説明書の訂正 

 

 

海外旅行保険の重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）の記載の誤りにつきまして、以下の通り訂正し

てお詫び申し上げます。 

 

1.訂正箇所 

対象箇所：契約概要 1.(2)②保険金をお支払いできない場合（2ページ目） 

誤りの内容：傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金の「保険金を

お支払いできない主な場合」①～⑨のうち「⑥脳疾患、心神喪失」については、「治療・救援

費用保険金、疾病死亡保険金」の「保険金をお支払いできない主な場合」に該当しません。      

また、「⑧妊娠、出産、早産、流産または外科的手術等の医療措置」の「外科的医療手術等の

医療措置」については、「疾病死亡保険金」の「保険金をお支払いできない主な場合」に該当

しません。 

 
正                         誤 

   
 

 

2.訂正箇所 

対象箇所：契約概要 1.(2)②保険金をお支払いできない場合（3ページ目） 

誤りの内容：賠償責任保険金の「保険金をお支払いできない主な場合」において、「前記③、④、⑥に加え」

と記載していますが、「⑥脳疾患、心神喪失」の「脳疾患」については、「保険金をお支払い

できない主な場合」に該当しません。 

 

正                        誤 
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3.訂正箇所 

対象箇所：契約概要 1.(3)②その他の主な特約（4ページ目） 

誤りの内容：旅行変更費用保険金の「お支払いできない主な場合」のうち「○渡航先（渡航予定先を含みま

す。）以外で発生した戦争、その他の変乱（注）」については、注釈の「（注）戦争危険等免

責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為はお支払いの対象となります。」に

より、「渡航先以外で発生したテロ行為はお支払いの対象になる」と解釈してしまいますが、

これは誤りのため注釈を削除しました。 

 

正：注釈（下記赤枠部分）を削除しました。 
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